
北 海 道 公 報 第 号平成 年７月５日（火曜日）

規 則

〇災害救助法施行細則の一部を改正する規則 （保健福祉部総務課）………………………
告 示

〇土地改良区の役員の就任の届出 （農業支援課）……………………………………………
〇道営土地改良事業変更計画の決定 （農業施設管理課）……………………………………
〇道営土地改良事業の工事の完了 （農業施設管理課）………………………………………
〇漁船損害等補償法の規定に基づく加入区の指定の一部改正 （水産経営課）……………
〇知事権限に係る保安林の指定 （治山課）……………………………………………………
〇知事権限に係る保安林の指定の解除の予定 （治山課）……………………………………
〇知事権限に係る保安林の指定施業要件の変更の予定 （治山課）…………………………
〇森林法による通知に代える公示（２件） （治山課）………………………………………
〇道路の供用の開始 （道路整備課）……………………………………………………………
〇道路の区域の変更及び供用の開始 （道路整備課）…………………………………………

支 庁 告 示

〇特定調達契約に係る入札の公告………………………………………………………………
道教育庁網走教育局告示

〇特定調達契約に係る入札の公告………………………………………………………………
道教育庁十勝教育局告示

〇特定調達契約に係る入札の公告の一部改正…………………………………………………
道人事委員会告示

〇へき地学校及びその級別の指定の一部改正 ………………………………………………
〇市町村等へ派遣される職員に係る特地部局及びその級別並びに準特地部局の指定の一
部改正……………………………………………………………………………………………
〇派遣社会教育主事に係る特地部局及びその級別並びに準特地部局の指定の一部改正…

道警察本部告示

〇特定調達契約に係る落札者等の公示…………………………………………………………
〇特定調達契約に係る入札の公告の一部改正…………………………………………………

災害救助法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年７月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

災害救助法施行細則の一部を改正する規則
災害救助法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第 条中「設置」の次に「（賃貸住宅の居室の借上げを含む。）」を加える。
第 条の前の見出し中「設置」を「設置等」に改め、同条第１項中「みずから」を「自

ら」に、「できない者」を「できないもの」に改め、同条第２項中「 万 円」を
「 万 円」に改め、同条第５項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条に次の
２項を加える。
６ 第１項の規定にかかわらず、同項に規定する自らの資力では住宅を得ることができない
者を収容するため、応急仮設住宅の設置に代えて賃貸住宅の居室の借上げを行うことがで
きる。
７ 第２項、第３項及び第５項の規定は、前項の規定による賃貸住宅の居室の借上げについ
て準用する。この場合において、第２項中「応急仮設住宅」とあるのは「賃貸住宅の居
室」と、「一戸」とあるのは「一室」と、「設置」とあるのは「借上げ」と、第３項中
「応急仮設住宅」とあるのは「賃貸住宅の居室の借上げ」と、「地域内に」とあるのは
「地域内において」と、「 戸」とあるのは「 室」と、「設置した」とあるのは「行っ
た」と、第５項中「応急仮設住宅の設置工事」とあるのは「賃貸住宅の居室の借上げに係
る契約」と、「着手し、速やかに完成させる」とあるのは「締結する」と読み替えるもの
とする。
第 条に次の１項を加える。
２ 賃貸住宅の居室を供与できる期間は、借上げに係る契約の締結の日から２年以内とする。
第 条第３項中「 万 円」を「 万円」に改める。
第 条第１項中「及び中学校生徒（盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部児童及び中学
部生徒を含む」を「（盲学校、聾

ろう

学校及び養護学校（以下「特殊教育諸学校」という。）の
小学部児童を含む。以下同じ。）、中学校生徒（中等教育学校の前期課程及び特殊教育諸学
校の中学部の生徒を含む。以下同じ。）及び高等学校等生徒（高等学校（定時制の課程及び
通信制の課程を含む。）、中等教育学校の後期課程（定時制の課程及び通信制の課程を含
む。）、特殊教育諸学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒をいう」に
改め、同条第３項第１号中「教科書の発行に関する臨時措置法」を「小学校児童及び中学校
生徒の場合にあっては教科書の発行に関する臨時措置法」に改め、「実費」の次に「、高等
学校等生徒の場合にあっては正規の授業で使用する教材を給与するための実費」を加え、同
項第２号中「通学用品費１人につき」を「通学用品費 １人につき」に改め、「 円」
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の次に「、高等学校等生徒の場合にあっては 円」を加える。
別記第１号様式（その１）中

「
北海道知事 □印

」
を
「

北海道知事 □印

教 示
１ この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して 日以内に、北海道知事（厚生労働大臣）に異議申立て（審査請求）
をすることができます。
２ この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日（１に
よる異議申立て（審査請求）をしたときは、当該異議申立て（審査請求）に対する
決定（裁決）があったことを知った日）の翌日から起算して６月以内に、北海道
（訴訟において北海道を代表する者は、北海道知事となります。）を被告として、
札幌地方裁判所（又は 地方裁判所）に処分の取消しの訴えを提起することがで
きます。ただし、処分又は決定（裁決）があったことを知った日の翌日から起算し
て６月以内であっても、処分又は決定（裁決）の日の翌日から起算して１年を経過
すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

」
に改め、同様式（その２）中
「

北海道知事 □印
」

を
「

北海道知事 □印

教 示
１ この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して 日以内に、北海道知事（厚生労働大臣）に異議申立て（審査請求）
をすることができます。
２ この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日（１に
よる異議申立て（審査請求）をしたときは、当該異議申立て（審査請求）に対する
決定（裁決）があったことを知った日）の翌日から起算して６月以内に、北海道
（訴訟において北海道を代表する者は、北海道知事となります。）を被告として、
札幌地方裁判所（又は 地方裁判所）に処分の取消しの訴えを提起することがで
きます。ただし、処分又は決定（裁決）があったことを知った日の翌日から起算し

て６月以内であっても、処分又は決定（裁決）の日の翌日から起算して１年を経過
すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

」
に改め、同様式（その２）末尾欄外注の事項を同注の１の事項とし、同注に次の１事項を加
える。

２ 保管命令を取り消す場合は、教示の事項を消して使用すること。
別記第３号様式（その１）中

「
北海道知事 □印

」
を
「

北海道知事 □印

教 示
１ この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して 日以内に、厚生労働大臣に審査請求をすることができます。
２ この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日（１に
よる審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）
の翌日から起算して６月以内に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北
海道知事となります。）を被告として、札幌地方裁判所（又は 地方裁判所）に
処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、処分又は裁決があったこ
とを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、処分又は裁決の日の翌日か
ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま
す。

」
に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則第 条、
第 条第６項及び第７項、第 条第２項並びに第 条第１項及び第３項の規定は、平成 年
４月１日から適用する。

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、次のとおり土地改良区
の役員の就任の届出があった。
平成 年７月５日

告 示
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北海道知事 高 橋 はるみ
江差土地改良区
就任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成 監 事 佐 藤 幸 男 檜山郡江差町字水堀町 番地

狩場利別土地改良区
就任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成 理 事 田 畑 友 明 瀬棚郡今金町字八束 番地の１

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、道営土地改良（札
内川右岸地区畑地帯総合整備［担い手育成型］（農業用用排水、暗きょ、区画整理、土層改
良））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道十勝支庁に備え置いて、平成 年７月６日から 日間、一般の縦

覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に
基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年７月５日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

次のとおり道営土地改良事業の工事を完了したので、土地改良法（昭和 年法律第
号）第 条の２第３項の規定により公告する。
平成 年７月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
端 野 第 ２ 畑地帯総合整備［担い手育成型］（農道） 平成
同 同 （農業用用排水） 同
同 同 （土層改良、区画整理、暗きょ） 同
訓 子 府 東 畑地帯総合整備［担い手育成型］（農道） 同
同 同 （農業用用排水） 同
同 同 （土層改良、区画整理） 同

同 同 （暗きょ） 同
田 中 同 （農業用用排水） 同
同 同 （土層改良） 同
同 同 （区画整理） 同
同 同 （暗きょ） 同
同 同 （農道） 同
東 部 同 （土層改良、区画整理、暗きょ） 同
東 部 高 台 畑地帯総合整備［担い手支援型］（農道） 同
同 同 （土層改良） 同
同 同 （区画整理） 同
同 同 （暗きょ） 同
第 ２ 若 咲 内 同 （農道） 同
同 同 （農業用用排水） 同
同 同 （土層改良） 同
同 同 （区画整理） 同
同 同 （暗きょ） 同
清 里 畑地帯総合整備［担い手支援型（単独土層改良）］（暗きょ、土層改良） 同
東 幹 線 基幹水利施設補修 同
上 湧 別 第 １ 畜産担い手育成総合整備［担い手支援型］（農道） 同
オホーツク湧別 中山間地域総合整備（農用地改良保全） 同
同 同 （農道） 同
同 同 （暗きょ） 同
社 名 淵 同 （農用地改良保全、客土、暗きょ、ほ場整備） 同
上 芭 露 農免農道整備 同
福 富 同 同
幌 岩 一般農道整備（過疎基幹） 同

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第２号（漁船損害等補償法の規定に基づく加入区の指定）の一部を次
のように改正する。
平成 年７月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 法第 条第２項ただし書きの規定により漁業協同組合の地区の区域の一部を加入区

とするものの表中瀬棚加入区の項の次に次の１項を加える。
大成加入区 久遠郡大成町一円
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２ 法第 条第２項ただし書きの規定により漁業協同組合の地区の区域の一部を加入区
とするものの表中久遠加入区及び貝取澗加入区の項を削る。

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成 年７月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 室蘭市本輪西町２丁目２（次の図に示す部分に限る。）、

の６、 の から の まで
指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
２ 保安林の所在場所 田郡 田町字洞爺湖温泉町 の１（次の図に示す部分に

限る。）
指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
３ 保安林の所在場所 有珠郡壮 町字滝之町 の６・ の１・ の３（以上３

筆について次の図に示す部分に限る。）
指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道胆振支庁
経済部林務課並びに室蘭市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成 年７月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 標津郡中標津町字養老牛 の１（次の図に示す部分

に限る。）
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 農道用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道根室支庁経済部林務課及び中標津町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成 年７月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林の所在場所

枝幸郡枝幸町・歌登町（以上２町について次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 水源のかん養
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
２ 指定施業要件変更予定保安林の所在場所

枝幸郡枝幸町（次の図に示す部分に限る。）
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北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定による保安林の指定の予定の通知に係
る次の者の所在が不分明なので、同法第 条の規定により、その通知の内容を阿寒町役場
の掲示場に掲示する。その要旨は、平成 年北海道告示第 号のとおりである。
平成 年７月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
所在が不分明な者
阿寒郡阿寒町字舌辛 の２所在の森林について所有権を有する 松 井 満

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の３において準用する同法第 条の２の規定によ
る保安林の指定施業要件の変更の予定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第
条の規定により、その通知の内容を根室市役所の掲示場に掲示する。その要旨は、平成
年北海道告示第 号のとおりである。
平成 年７月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
所在が不分明な者
根室市東梅 の ほか１筆所在の森林について所有権を有する 藤 原 洋 子

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び北海道旭川土木現業所に備え置いて、告示
の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年７月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 旭川多度志線 旭川市江丹別町嵐山 番５地先から 平成

旭川市江丹別町嵐山 番 地先まで

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び北海道旭川土木現業所に備え置いて、告示
の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年７月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 雨竜旭川線
３ 道路の区域

北海道上川支庁告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年７月５日

北海道上川支庁長 橋 教 一
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア 除雪トラック（ 級、６×６、 ・ ・１ 付）３台
交換契約により除雪ドーザ（ 級）２台及び除雪トラック１台（７ 級、４×４、
、 ）を契約の相手方に供し、除雪トラック（ 級、６×６、 ・ ・１ 付）

保安林として指定された目的 公衆の保健
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷支庁
経済部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
士別市温根別町 番１地先から
士別市温根別町 番９地先まで 前 から

まで ――

後 から
まで ――

後 から
まで ――

支 庁 告 示
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３台を当該契約の相手方から調達する。
イ 除雪トラック（７ 級タンク、４×４、 、カプラ、加圧装置付）１台
交換契約により除雪トラック１台（７ 級タンク、 ）を契約の相手方に供し、除

雪トラック（７ 級タンク、４×４、 、カプラ、加圧装置付）１台を当該契約の相
手方から調達する。
ア及びイについては、それぞれの入札とする。
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 日 平成 年 月９日
納 入 場 所
ア 北海道旭川土木現業所事業第一課１台、北海道旭川土木現業所士別出張所１台
北海道旭川土木現業所富良野出張所１台

イ 北海道旭川土木現業所事業第一課１台
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号に規定する物品の購入の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該物品調達又はこれと同等の類似品等に係る相当数の納入実績等があることを証明
した者であること。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年７月５日（火）から 日（金）まで（土曜日及び日

曜日を除く。）
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 北海道旭川市永山６条 丁目１番１号

北海道旭川土木現業所企画総務部総務課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道旭川市永山６条 丁目１番１号 北海道旭川土木現業所企画総務部総務課

５ 入札執行の場所及び日時

入 札 場 所 北海道旭川市永山６条 丁目１番１号 北海道上川合同庁舎
３階会議入札室（送付による場合は、郵便番号 北
海道旭川市永山６条 丁目１番１号 北海道旭川土木現業所企
画総務部総務課）

入 札 日 時 平成 年８月９日（火）午後１時 分（送付による場合は、
必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う郵
便料金に相当する郵便切手を添えて、 に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次

による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道旭川土木現業所企画総務部総務課
所 在 地 郵便番号 北海道旭川市永山６条 丁目１番１号

電話番号 内線

．
．

．

．
．
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北海道教育庁網走教育局告示第３号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年７月５日

北海道教育庁網走教育局長 巻 渕 雄 二
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 台（１月当たりの単価）
イ パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 台（１月当たりの単価）
調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。
契 約 期 間
ア 平成 年９月１日から平成 年８月 日まで。ただし、予算の範囲内で当該契約期
間を変更することがあり得る。
イ 平成 年９月１日から平成 年８月 日まで。ただし、予算の範囲内で当該契約期
間を変更することがあり得る。
納 入 期 日 平成 年９月１日
納 入 場 所
ア 北海道北見北斗高等学校、北海道女満別高等学校、北海道美幌高等学校、北海道津
別高等学校、北海道置戸高等学校、北海道常呂高等学校、北海道紋別養護学校、北海
道紋別養護学校きたみ学園分校及び北海道紋別養護学校ひまわり学園分校
イ 北海道留辺蘂高等学校

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号に規定する物品の賃貸借の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。
当該調達物品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者で
あること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査

この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年７月５日から 日
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 北海道網走市北７条西３丁目

北海道教育庁網走教育局企画総務課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道網走市北７条西３丁目 北海道教育庁網走教育局企画総務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 北海道網走市北７条西３丁目 北海道網走総合庁舎３階２号

会議室（送付による場合は、郵便番号 北海道網走
市北７条西３丁目 北海道教育庁網走教育局企画総務課）

入 札 日 時
ア 平成 年８月１日（月）午前 時
イ 平成 年８月１日（月）午前 時
（送付による場合は、平成 年７月 日（金）までに必着）
開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

７ 一連の調達契約に関する事項
この契約を含む一連の調達契約のうち最初の契約に係る入札の公告
平成 年３月 日付け北海道教育庁網走教育局告示第１号

８ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う
郵便料金に相当する郵便切手を添えて、 あてに申し込むこと。
また、電子メールによる交付を希望する場合は、その旨を
あて（メールアドレス： ＠ ）に申

道教育庁網走教育局告示
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し込むこと。
９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否

落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予定

価格（１月当たりの単価）の制限の範囲内で、最低の価格（１月当たりの単価）をもって
入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 及び によるほか、次による。
入札金額に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 分の５に相当す
る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り
捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった１月当たりの契約金額
（ 台分又は 台分）の 分の に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業
者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成
員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出す
ること。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道教育庁網走教育局企画総務課
イ 所 在 地 郵便番号 北海道網走市北７条西３丁目

電話番号 内線

．
．
．

．

．

北海道教育庁十勝教育局告示第７号

平成 年北海道教育庁十勝教育局告示第６号（特定調達契約に係る入札の公告）の一部を
改正する。
平成 年７月５日

北海道教育庁十勝教育局長 河 野 憲 一
８の事項及び９の事項を次のように改める。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予定

価格（１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１月当たりの単価）をもって入
札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 分の５に相当す
る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り
捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 分の に
相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業
者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成
員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免除事業者申出書を提出す
ること。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道教育庁十勝教育局企画総務課
イ 所 在 地 郵便番号 北海道帯広市東３条南３丁目

電話番号 内線

道 人 事 委 員 会 告 示

道教育庁十勝教育局告示

北海道人事委員会告示第 号

平成 年北海道人事委員会告示第 号（へき地学校及びその級別の指定）の一部を次のよ
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うに改正し、平成 年６月６日から適用する。
平成 年７月５日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
宗谷支庁管内の項中「稚内市大字稚内村字ルエベンルモ」を「稚内市西浜２丁目」に改め
る。

北海道人事委員会告示第 号

平成 年北海道人事委員会告示第 号（市町村等へ派遣される職員に係る特地部局及びそ
の級別並びに準特地部局の指定）の一部を次のように改正し、平成 年４月１日から適用す
る。ただし、第１項の表十勝支庁管内の項中、本別町国民健康保険病院に係る規定は平成
年５月１日から適用する。
平成 年７月５日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
第１項の表後志支庁管内の項中

め、

り、同表上川支庁管内の項を削り、同表空知支庁管内の項の次に次のように加える。

第１項の表網走支庁管内の項中

り、同表胆振支庁管内の項中

り、同表日高支庁管内の項中

り、同表十勝支庁管内の項中

り、

める。
第２項の表後志支庁管内の項、上川支庁管内の項及び留萌支庁管内の項を削り、同表網走
支庁管内の項中

め、同表日高支庁管内の項の次に次のように加える。

北海道人事委員会告示第 号

平成 年北海道人事委員会告示第 号（派遣社会教育主事に係る特地部局及びその級別並
びに準特地部局の指定）の一部を次のように改正し、平成 年４月１日から適用する。ただ
し、第１項の表宗谷支庁管内の項の規定は平成 年３月 日から適用する。
平成 年７月５日

「
黒松内町字黒松内 黒松内町役場 ２

」
を

「
寿都町字渡島町 寿都町役場 ２
寿都町字新栄町 寿都町立寿都診療所 ２

」
に改

「
京極町字京極 京極町役場 ２

」
を削

留萌 羽幌町南町 羽幌町役場 ２

「
上湧別町字屯田市街地 上湧別町役場 １
湧別町栄町 佐呂間町・上湧別町・湧別町合併協議会事

務局事務所
２

」

を削

「
壮 町字滝之町 壮 町役場 １

」
を削

「
平取町本町 平取町役場 ２

」
、

「
門別町富川東６丁目 門別町総合町民センター １

」
及び

「
静内町本町１丁目 静内町・三石町合併協議会事務所 １
えりも町字本町 えりも町役場 ２

」
を削

「
士幌町字士幌 士幌町役場 １

」
及び

「
新得町２条４丁目 新得町役場 １

」
を削

「
大樹町暁町 大樹町高齢者保健福祉センターらいふ ２
豊頃町茂岩本町 豊頃町役場 ２
足寄町北１条４丁目 足寄町役場 ２

」

を

「
本別町西美里別 本別町国民健康保険病院 １

」
に改

「
紋別市幸町５丁目 紋別市オホーツク交流センター

」
を

「
紋別市幸町２丁目 紋別市役所

」
に改

十勝 士幌町字士幌西２線 士幌町国民健康保険病院
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北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
第１項の表石狩支庁管内の項中

り、同表渡島支庁管内の項中

り、同表後志支庁管内の項中

め、同表上川支庁管内の項を削り、同表宗谷支庁管内の項中

め、同表十勝支庁管内の項中

め、同表根室支庁管内の項中

削る。
第２項の表胆振支庁管内の項を削る。

北海道警察本部告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年７月５日

北海道警察本部長 刈 勝 治
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
交通パトカー（レーダー車） 台

２ 落札を決定した日
平成 年５月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 札幌日産自動車株式会社
住 所 札幌市中央区大通西 丁目１番地

４ 落札金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年４月１日付け北海道警察本部告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道警察本部総務部会計課
所在地 札幌市中央区北２条西７丁目

北海道警察本部告示第 号

平成 年北海道警察本部告示第 号（特定調達契約に係る入札の公告）の一部を次のよう
に改正する。
平成 年７月５日

北海道警察本部長 刈 勝 治
４の 中「平成 年７月 日 午前 時」を「平成 年７月 日 午後１時」に改め、９
の 中「 」を「 」に改める。

「
千歳市モラップ 千歳市青年の 支笏湖青少年研修センター ３

」
を削

「
函館市新浜町 函館市教育委員会椴法華教育事務所 ２

」
を削

「
ニセコ町字富士見 ニセコ町教育委員会事務局 ２

」
を

「
寿都町字開進町 寿都町教育委員会事務局 ２

」
に改

「
浜頓別町中央南 浜頓別町教育委員会事務局 ２

」
を

「
浜頓別町中央北 浜頓別町多目的アリーナ ２

」
に改

「
上士幌町字上士幌東３線 上士幌町教育委員会事務局 ２
鹿追町東町３丁目 鹿追町教育委員会事務局 １

」
を

「
鹿追町東町３丁目 鹿追町教育委員会事務局 １
新得町４条南４丁目 新得町教育委員会事務局 １

」
に改

「
標津町南１条西５丁目 標津町生涯学習センター ２

」
を

道 警 察 本 部 告 示

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 北海道総務部法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


